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配当割額及び株式等譲渡所得割額を書き入れてください。
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配 当 割 額 控 除 額
円

株式等調度所得割額控除額
条例指定分署醤薄暑

欄にそれぞれ寄附した金額を記入してくだ
り活動法人及び特例認定特定非営利活動法
こ対する寄附金については、上欄に記入せ
棄 二

　　

を提出してください。

支出した戸附；に，じじて
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